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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月24日(2016.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オペレーションを行うように構成されたハードウェアを備えるシステムであって、前記
オペレーションは、
　放射線治療のコースの少なくとも一部の間又は後に行われる後続の浮腫分析と、基準浮
腫分析（前記放射線治療のコースから得られる患者の組織における浮腫の変化を評価する
ために前記後続の浮腫分析の前に行われる）とを比較し、
　前記放射線治療のコース中に放射線の照射線量と相関関係がある患者の組織の浮腫の変
化の少なくとも一部に基づき浮腫の照射線量相関を導出し、
　前記浮腫の放射線量相関に基づいて１以上の臨床行動を行う、
　ことを含む方法。
【請求項２】
　前記後続の浮腫分析及び基準浮腫分析は、ＭＲＩスキャン、Ｔ１強調ＭＲＩスキャン、
Ｔ２強調ＭＲＩスキャン、Ｔ１強調ＭＲＩスキャン結果に対するＴ１強調ＭＲＩの比率、
及びＭＲＩ反応率の少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記比較は、前記浮腫の変化のプロキシとして前記患者の組織における遊離水素の含有
量の変化を定量化することを含み、前記定量化は、前記患者の組織の位置の関数として遊
離水素の相対量を導出するために前記後続の浮腫分析及び前記基準浮腫分析の差次的分析
を行うことを含む、請求項１～２のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項４】
　前記浮腫の照射線量相関の導出は、前記患者の組織に実際に照射された放射線の量及び
前記患者の組織に照射される放射線の期待量の１以上を導出するために、物理的な線量照
射の推定又はモデルの１以上を適用することを含む、請求項１～３のいずれか１つに記載
のシステム。
【請求項５】
　前記患者の組織に実際に照射された又は照射されるべきと期待される放射線の導出量は
、１以上の入力の少なくとも一部に基づいており、前記少なくとも１つの入力は、事前の
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放射線治療計画、及び前記患者の組織のイントラ・フラクション動作に基づき放射線の受
信線量を推定するＭＲＩ及び放射線照射アプローチの組合せの少なくとも１つを含む、請
求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記オペレーションは、更に、前記照射線量と前記患者の組織における浮腫の変化とを
関連付けることを含み、前記関連付けは、前記浮腫の変化が、期待値と比較して前記疾患
組織及び周囲組織の期待される治療効果にどの程度対応するかを定量化することを含む、
請求項１～５のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項７】
　前記浮腫の照射線量相関に基づく前記１以上の臨床行動は、更なる分析のための前記治
療のコースを停止すること、臨床医に警告すること、前記治療のコースの後期のフラクシ
ョンで照射される放射線量を増加すること、及び前記治療のコースの後期のフラクション
で照射される放射線の量を減少させることの少なくとも１つを含む、請求項１～６のいず
れか１つに記載のシステム。
【請求項８】
　前記放射線治療に使用するための１以上の治療ビームを生成する放射線源であって、前
記１以上の治療ビームは、陽子ビーム、重イオンビーム、中性子ビーム、ガンマ放射線ビ
ーム、ベータ放射線ビーム、アルファ放射線ビーム、電離放射線ビーム、及びＸ線ビーム
の１以上を含む、放射線源、及び
　前記ハードウェアと通信し、前記後続の浮腫分析及び前記基準浮腫分析に使用されるＭ
ＲＩスキャンを生成するＭＲＩ装置、
　の少なくとも１つを更に含む、請求項１～７のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項９】
　少なくとも１つのプロセッサで実行されたとき、少なくとも１つのプログラマブル・
プロセッサにオペレーションを行わせる命令を記憶する機械可読媒体を備えるコンピュー
タプラグラムであって、前記オペレーションは、
　放射線治療のコースの少なくとも一部の間又は後に行われる後続の浮腫分析と、基準浮
腫分析（前記放射線治療のコースから得られる患者の組織における浮腫の変化を評価する
ために前記後続の浮腫分析の前に行われる）とを比較し、
　前記放射線治療のコース中に放射線の照射線量と相関関係がある患者の組織の浮腫の変
化の少なくとも一部に基づき浮腫の照射線量相関（edema to delivered dose correlatio
n）を導出し、
　前記浮腫の放射線量相関に基づいて１以上の臨床行動を行う、
　ことを含む、コンピュータプログラム。
【請求項１０】
　前記後続の浮腫分析及び基準浮腫分析は、ＭＲＩスキャン、Ｔ１強調ＭＲＩスキャン、
Ｔ２強調ＭＲＩスキャン、Ｔ１強調ＭＲＩスキャン結果に対するＴ１強調ＭＲＩの比率、
及びＭＲＩ反応率の少なくとも１つを含む、請求項９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記比較は、前記浮腫の変化のプロキシとして前記患者の組織における遊離水素の含有
量の変化を定量化することを含み、前記定量化は、前記患者の組織の位置の関数として遊
離水素の相対量を導出するために前記後続の浮腫分析及び前記基準浮腫分析の差次的分析
を行うことを含む、請求項９～１０のいずれか１つに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記浮腫の照射線量相関の導出は、前記患者の組織に実際に照射された放射線の量及び
前記患者の組織に照射される放射線の期待量の１以上を導出するために、物理的な線量照
射の推定又はモデルの１以上を適用することを含む、請求項９～１１のいずれか１つに記
載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記患者の組織に実際に照射された又は照射されるべきと期待される放射線の導出量は
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、１以上の入力の少なくとも一部に基づいており、前記少なくとも１つの入力は、事前の
放射線治療計画、及び前記患者の組織のイントラ・フラクション動作に基づき放射線の受
信線量を推定するＭＲＩ及び放射線照射アプローチの組合せの少なくとも１つを含む、請
求項１２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　更に、前記照射線量と前記患者の組織における浮腫の変化とを関連付けることを含み、
前記関連付けは、前記浮腫の変化が、期待値と比較して前記疾患組織及び周囲組織の期待
される治療効果にどの程度対応するかを定量化することを含む、請求項９～１３のいずれ
か１つに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記浮腫の照射線量相関に基づく前記１以上の臨床行動は、更なる分析のための前記治
療のコースを停止すること、臨床医に警告すること、前記治療のコースの後期のフラクシ
ョンで照射される放射線量を増加すること、及び前記治療のコースの後期のフラクション
で照射される放射線の量を減少させることの少なくとも１つを含む、請求項９～１４のい
ずれか１つに記載のコンピュータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】

【数２】
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